
横浜市地域公共交通導入支援補助金の交付等に関する要綱 

制定 令和７年１月 27日 都交第 1335号（副市長決裁） 

 

（目的） 

第１条 この要綱は、地域住民、運行事業者、企業及び市が相互に連携協力することにより地域にふさ

わしい交通サービスを導入し、持続的な運行を支援するため、横浜市地域公共交通導入支援補助金の

交付等について、必要となる事項を定めるものである。 

２ 補助金の交付については、横浜市補助金等の交付に関する規則（平成 17年 11月横浜市規則第 139

号。以下「補助金規則」という。）に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。 

 

（用語の定義） 

第２条 この要綱における用語の定義は、次の各号のとおりとする。 

(1) 地域交通活動 

      次に掲げる地域主体の交通サービスの実現に向けた活動をいう。 

ア 交通サービスの実現に向けた取組を行うための組織の設立等に関する検討 

イ 運行計画等の検討 

ウ 運行時の利用啓発等 

エ その他地域に係る交通サービスの実現に必要な事項 

(2) 地域交通活動団体 

     地域交通活動を行う地域において当該活動を行う者で構成される団体をいう。 

(3) 路線定期運行 

     路線を定めて定期に運行する自動車による乗合運送の運行形態をいう。 

 (4) 路線定期運行（路線新設） 

   路線定期運行のうち、新たな路線を設置するものをいう。 

 (5) 路線定期運行（路線再編） 

   路線定期運行のうち、既存の路線の運行ルート等を変更するものをいう。 

(6) デマンド型運行 

区域運行による需要に応じた乗合運送を行う運行形態をいう。 

(7) ボランティアバス 

地域交通活動団体等が運行する道路運送法（昭和 26年法律第 183号。以下「法」という。）上の 

許可又は登録を要しない運行形態をいう。 

(8) 地域貢献送迎バス 

民間事業者等が運行する法上の許可又は登録を要しない運行形態をいう。 

 (9) 横浜市地域公共交通会議 

横浜市が主宰する、次に掲げる事項について協議する会議をいう。 

ア 法の規定に基づき地域における需要に応じた住民の生活に必要な交通手段の確保その他旅客の 

利便の増進を図るために必要となる事項 

イ 法の対象外で地域の実情に即した輸送サービスの実現に必要となる事項 



ウ アに該当する地域の実情に応じた適切な旅客運送の態様に関する事項 

(10) 公共交通圏域外 

横浜市内において道路距離で駅から 800メートル、バス停から 300メートルを基準として道路 

勾配による影響を考慮した距離の圏内から外れる地域（非住宅系土地利用地域を除く。）をいう。 

(11) 実証運行 

      補助対象者が継続的な運行が可能か検証するため、期限を定め実施する運行をいう。 

(12) 本格運行 

      補助対象者が実施する継続的な運行をいう。 

 (13) 運行事業者 

     本補助金を活用して運行する交通事業者をいう。 

（14）運行者 

   第８号を運行する民間企業等をいう。 

（15）運行経費 

    人件費、燃料費、任意自動車保険料、車検に要する法定費、自動車税、運行の実施に当たって

必要な法令上の許認可等の書類に係る費用等、運行に当たって必要となる費用をいう。 

 (16) 運賃収入等 

     運賃収入、寄付金、協賛金、運賃の割引に係る補助金、その他本補助金以外の補助金から得ら

れた収入等をいう。 

 (17) 運行期間 

   運行を実施している期間のことをいう。運休期間も運行期間に含めるものとし、原則として運

行開始日を起点とし、翌年同日の前日で１年とする。ただし、自然災害などの申請者の責めに帰

すことができない理由により、運行できなかった期間についてはその限りではない。 

(18) 事業年度 

  １年単位の運行期間のことをいう。 

(19) 会計年度 

  ４月１日に始まり、翌年３月 31 日に終わる期間のことをいう。 

 (20) 収支率 

     １事業年度における運行経費に対する運賃収入等の比率をいう。ただし、実証運行に先立って

実車両を用いた走行実験や習熟運転の実施に係る費用は、収支率を算出する際の運行経費には含

めないものとする。 

 (21) 民間事業提案窓口 

民間事業者が本補助金を活用するにあたり、本市が民間事業者から運行計画、資金計画等の提

案を受け付ける窓口をいう。 

（22）協議会 

民間事業提案窓口に提案した民間事業者（複数の民間事業者により構成される企業体を含む）

をはじめとして、当該活動を行う運行事業者や当該活動区域内に含まれる自治会・町内会長等に

より構成される組織をいう。 

 (23) ワゴン型車両 



       定員６人乗り以上 14人乗り以下の車両をいう。 

(24) 小型バス  

       定員 15人乗り以上 36人乗り以下の車両をいう。 

 

（支援内容） 

第３条 市長は次の各号に定める支援を行うことができる。 

(1) 地域の移動手段の確保に向けた地域の取組に対する次の技術的な支援 

 ア 事業者募集支援 

イ 運行実施に向けた道路管理者、交通管理者、交通事業者等への調整 

ウ 横浜市地域公共交通会議への付議・報告調整 

エ アンケート調査支援 

オ 広報及び利用啓発活動支援 

カ 運行計画の最適化支援 

キ その他必要な技術的な助言等 

(2) 別表に定める資金的な支援 

２ 前項の支援を行う補助対象者は別表のとおりとする。ただし、別表の規定にかかわらず、次の各号 

に掲げる者は補助の対象としない。 

(1) 不正又は不誠実な行為法令等に抵触するおそれがある者であって、現に関係機関が事実関係を調 

査中であるなど、本市の補助金交付相手方とすることにより市民の信頼を損ねると判断される者。 

(2) 暴力団（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（以下「暴力団法」という。）第２条 

第２号に規定する暴力団をいう。）に該当する者。 

(3) 組織の代表者又は役員のうちに暴力団員（暴力団法第２条第６号に規定する暴力団員をいう。） 

に該当する者があるもの。 

３ 第１項の支援を受ける地域交通活動団体は、当該地域交通活動に関しては横浜市地域まちづくり支 

援制度要綱（平成 17年９月都支第 100号）に定めるまちづくりコーディネーター等の派遣及び地域 

まちづくり活動団体等への助成の対象外とする。 

 

（補助対象事業） 

第４条 補助対象とする交通サービスは、次の各号のとおりとする。 

(1) 路線定期運行（路線新設及び路線再編） 

(2) デマンド型運行 

(3) ボランティアバス 

(4) 地域貢献送迎バス 

 

（補助条件） 

第５条 補助金の交付を受けるための条件は、次の各号のとおりとする。 

(1) 運行事業者等が提供する交通サービスは、利用者を限定せず、広く一般に利用可能な状態とする 

こと。 



(2) 取組内容について、運行事業者等が横浜市地域公共交通会議に附議し、同意があったことの証明 

書が発行されていること。ただし、前条第３号及び第４号の取組については同会議に報告している

こと。 

 (3) 補助対象者が第７条による事業計画承認通知を受けていること。 

(4) 前条第１号及び第２号の場合は、地域交通活動団体、運行事業者及び市長の間又は協議会と市長

の間で、前条第３号の場合は、地域交通活動団体及び市長の間で、前条第４号の場合は、自治会・

町内会又は連合自治会・町内会、運行者及び市長の間で、運行開始までに、運行期間、役割、補助

金の交付に係る関係書類の閲覧方法等の諸条件に係る有効な協定を締結していること。 

(5) 前条第２号の場合は、原則、運行範囲が１平方キロメートル以上、範囲内の人口が 1.5万人以上

であることとし、前条第１号と比較して、効率的となっていること。 

(6) 前条第３号及び第４号の場合は、運行管理・安全管理・乗車規定を定め、６か月を越えない範囲

に１回以上の頻度で日常的な安全管理がなされていることがわかる書類を提出すること。また、月

20便以上の運行を確保することとし、本格運行以降はこれを３か月連続して下回った場合は翌事業

年度以降の支援は行わないものとする。 

２ 本補助金以外の市が運行経費等を支出した取組については、運行形態や大幅な路線変更、エリア変

更及び自然災害などによる大幅な運行期間の変更等が生じない限り、支援対象期間に当該取組による

運行期間を含めることとする。 

 

（事業計画承認申請） 

第６条 第３条第１項第２号に定める支援を受けようとする者は、運行開始前及び運行期間が１年経過

するごとに、事業計画承認申請書（第１号様式）に次の各号に掲げる書類を添付し、市長に提出しな

ければならない。ただし、運行開始前に本補助金を使用する予定の契約等が発生する場合は、その前

までに事業計画承認申請を行わなければ、当該契約等について補助対象とならない。 

 (1) 事業計画書（第１号様式の２） 

(2) 運行に係る収支予算書（第１号様式の３） 

(3) 補助対象者であることが確認できる次のいずれかの書類 

ア 地域まちづくりグループ登録又は地域まちづくり組織（第４条第１号又は第３号の場合）であ 

ることがわかる書類 

イ 民間事業者等が締結する協定書等、協議会規約及び構成員から提出された参加申込書等（第４ 

条第１号又は第２号の場合） 

ウ 自治会・町内会又は連合自治会・町内会、運行者及び市長で締結した取組に関する協定書（第

４条第４号の場合） 

 (4) その他市長が必要と認める書類 

 

（事業計画承認通知） 

第７条 市長は、前条の規定による承認申請があった場合は、審査及び必要な調査等を行い、その結果

を事業計画承認通知書（第２号様式）又は事業計画不承認通知書（第３号様式）をもって申請者に対

して通知する。 



 

（事業計画の変更） 

第８条 補助対象者は、第６条の規定による事業計画承認申請の際に添付した事業計画書に変更が生じ

た場合は、横浜市地域公共交通会議に附議又は報告しなければならない。また、事業計画変更承認申

請書（第４号様式）に第６条第１号から第４号に定める書類を添付し、市長に提出しなければならな

い。ただし、軽微な変更の場合はその限りではない。 

 

（事業計画変更承認通知） 

第９条 市長は、前条の規定による変更承認申請があった場合は、審査及び必要な調査等を行い、その

結果を事業計画変更承認通知書（第５号様式）又は事業計画変更不承認通知書（第６号様式）をもっ

て申請者に対して通知する。 

 

（事業計画の中止・廃止） 

第 10条 第７条及び第９条の規定による市長の承認を受けた者が、事業計画を中止又は廃止する場合

は、事前に、事業計画中止・廃止届（第７号様式）を市長に提出するものとし、市長は事業計画承認

取消通知書（第８号様式）により、事業計画の承認取消を申請者に通知するものとする。 

 

（交付申請及び実績報告） 

第 11条 補助対象者は、補助金の交付を受けようとする場合は、横浜市地域公共交通導入支援補助金

交付申請及び実績報告書（第９号様式。以下「交付申請・実績報告書」という。）を市長に提出しな

ければならない。 

２ 交付申請・実績報告書の提出期限は、原則として第７条の規定により承認を通知した事業計画にお

ける運行期間が終了する月の翌々月の末日とする。ただし、運行期間が終了する月の翌月の末日まで

に運行事業者等から補助対象者に対して請求書が提出されない場合は、請求書が提出された日の翌月

の末日を交付申請・実績報告書の提出期限とする。 

３ 交付申請・実績報告書へ添付する書類は、次の各号に定める書類とする。 

(1) 運行に係る収支報告書（第９号様式の２） 

(2) 交付を受けようとする補助金の額算出の基礎となる書類又はその写し 

ア 車両本体の購入又はリースに係る契約書、請求書又は領収証及び車両本体の仕様が分かるカタ 

ログ又は図面等 

イ 車両改装等に係る契約書、請求書又は領収証の写し及び車両改装等の仕様が分かるカタログ若 

しくは図面等 

ウ 任意保険の契約書、自動車検査証及び自動車税納税証明書 

エ 第４条第１号及び第２号に規定する事業は、運行経費の内訳及び運賃収入が確認できる書類 

オ 利用促進に係る費用の契約書、請求書、又は領収証及び利用促進に係る実績報告書等 

カ 寄付金や協賛金等、運賃収入以外の収入について負担者、負担額及び負担方法を記載した書類 

キ 車両の予約や配車等のシステム運用に係る契約書、請求書又は領収書の写し及び実績が確認で 

きる書類 



ク 第４条第３号又は第４号に規定する事業は以下の書類又はその写し 

(ｱ) 車両修繕に係る契約書、請求書又は領収書の写し及び修繕結果が確認できる資料 

(ｲ) 燃料費相当の補助額算出にあたり必要となる総運行距離、走行燃費区分及び燃料等種別がわ 

かる資料 

(ｳ) 運転手及び添乗員人件費相当の補助額算出にあたり必要となる１便あたりの運行距離及び乗 

車便数がわかる資料 

(ｴ) 運行に要する付随的経費に係る契約書、請求書又は領収書の写し及び実績が確認できる書類 

(ｵ) 当該事業年度の運行回数が確認できる書類                       

(3) その他市長が必要と認める書類 

４ 補助金規則第５条第３項の規定により市長が交付申請・実績報告書への添付を省略させることがで

きる書類は、補助金規則第５条第２項第１号、第２号及び第４号に定める書類とする。 

５ 補助金の交付を受けようとする者は、第１項の申請を行うに当たって、消費税及び地方消費税を補

助対象経費とする場合にあっては、当該補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額（補

助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税相当額のうち、消費税法（昭和 63年法律第 108号）に

規定する仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額及び当該金額に地方税法（昭和 25年法

律第 226号）の規定による地方消費税の税率を乗じて得た金額の合計額に補助対象経費に占める補助

金の割合を乗じて得た金額をいう。以下同じ。）を減額して交付申請するとともに、その計算方法や

積算の内訳等を記載した書類を申請書に添えて提出しなければならない。ただし、申請時において当

該補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額が明らかでないものについては、 この限

りではない。 

６ 補助金規則第 14条第５項第１号の規定にかかわらず、第３項第２号から第３号までの書類は、市

長に提出しなければならない。 

７ 補助金規則第 14条第４項の規定により市長が交付申請・実績報告書への添付を省略させることが

できる書類は、補助金規則第 14条第１項第３号、第４号及び第５号とする。 

 

（交付決定及び額の確定通知） 

第 12条 市長は、前条の規定による補助金の交付申請があった場合は、審査及び必要な調査等を行

い、補助金を交付すべきものと認めたときは、予算の範囲内で補助金の交付を速やかに決定するもの

とする。 

２ 市長は、補助金の交付を決定する場合において、条件を付すことができる。 

３ 市長は、補助金を交付する決定をしたときは、横浜市地域公共交通導入支援補助金交付決定及び額

の確定通知書（第 10号様式。以下「交付決定通知書」という。）により、前条の交付申請・実績報告

書等を提出した者（以下「申請者」という。）に対し、その旨を通知するものとする。 

４ 市長は、補助金の交付をしないことと決定したときは、横浜市地域公共交通導入支援補助金不交付

決定通知書（第 11号様式）により、申請者に対し、その旨を通知するものとする。 

 

（申請の取下げ） 

第 13条 申請者が補助金規則第９条第１項の規定により申請の取下げをする場合は、交付決定通知書



の交付を受ける日までに、横浜市地域公共交通導入支援補助金交付申請取下届出書（第 12号様式）

を市長に提出しなければならない。 

 

（補助金交付の時期の例外） 

第 14条 補助金規則第 17条の規定により、市長が補助事業の完了前に補助金の全部又は一部を交付す

ることができる場合は、補助対象者の資金状況等を勘案し、補助事業の完了前に補助金を交付する必

要があると市長が認める場合とする。 

 

（補助金交付の時期の例外における交付申請） 

第 15条 補助対象者は、前条の規定により補助金の交付を受けようとする場合は、横浜市地域公共交

通導入支援補助金交付申請書（第 13号様式。以下「交付申請書」という。）を市長に提出しなければ

ならない。 

２ 交付申請書の提出期限は、第７条の規定により承認を通知した事業計画における運行期間が終了す

る日とする。 

３ 交付申請書へ添付する書類は、次の各号に定める書類とする。 

(1) 運行に係る収支予算書（第１号様式の３） 

(2) 交付を受けようとする補助金の額算出の基礎となる書類又はその写し 

ア 車両本体の購入又はリースに係る見積書又はカタログ等 

イ 車両改装等に係る見積書又はカタログ等 

ウ 任意保険の見積書又はカタログ等 

エ 第４条第１号又は第２号に規定する事業は、運行経費の内訳及び運賃収入の見込みが確認でき

る書類 

オ 利用促進に係る費用の見込みを記載した書類 

カ 寄付金や協賛金等、運賃収入以外の収入について負担者、負担額及び負担方法の見込みを記載 

した書類 

キ 車両の予約や配車等のシステム運用に係る見積書又はカタログ等 

ク 第４条第３号又は第４号に規定する事業は以下の書類又はその写し 

(ｱ) 車両修繕に係る見積書等 

(ｲ) 燃料費相当の補助額算出にあたり必要となる総運行距離の見込み、走行燃費区分及び燃料等 

種別がわかる資料 

(ｳ) 運転手及び添乗員人件費相当の補助額算出にあたり必要となる１便あたりの運行距離及び乗 

車便数の見込みがわかる資料 

(ｴ) 運行に要する付随的経費に係る見積書又はカタログ等 

(ｵ) 当該事業年度の運行回数の見込みが確認できる書類                        

(3) その他市長が必要と認める書類 

４ 補助金規則第５条第３項の規定により市長が交付申請書への添付を省略させることができる書類

は、補助金規則第５条第２項第１号、第２号及び第４号に定める書類とする。 

５ 補助金の交付を受けようとする者は、第１項の申請を行うに当たって、消費税及び地方消費税を補



助対象経費とする場合にあっては、当該補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額（補

助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税相当額のうち、消費税法（昭和 63年法律第 108号）に

規定する仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額及び当該金額に地方税法（昭和 25年法

律第 226号）の規定による地方消費税の税率を乗じて得た金額の合計額に補助対象経費に占める補助

金の割合を乗じて得た金額をいう。以下同じ。）を減額して交付申請するとともに、その計算方法や

積算の内訳等を記載した書類を申請書に添えて提出しなければならない。ただし、申請時において当

該補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額が明らかでないものについては、 この限

りではない。 

 

（補助金交付の時期の例外における交付決定） 

第 16条 市長は、前条の規定による補助金の交付申請があった場合は、審査及び必要な調査等を行

い、補助金を交付すべきものと認めたときは、予算の範囲内で補助金の交付を速やかに決定するもの

とする。 

２ 市長は、補助金の交付を決定する場合において、条件を付すことができる。 

３ 市長は、補助金を交付する決定をしたときは、横浜市地域公共交通導入支援補助金交付決定通知書

（第 14号様式）により、前条の交付申請書等を提出した者（以下「交付申請者」という。）に対し、

その旨を通知するものとする。 

４ 市長は、補助金の交付をしないことと決定したときは、横浜市地域公共交通導入支援補助金不交付

決定通知書（第 11号様式）により、交付申請者に対し、その旨を通知するものとする。 

 

（補助金交付の時期の例外における申請の取下げ） 

第 17条 交付申請者が補助金規則第９条第１項の規定により申請の取下げをする場合は、横浜市地域

公共交通導入支援補助金交付決定通知書の交付を受けた日の翌日から起算して 30日を経過する日ま

でに、横浜市地域公共交通導入支援補助金交付申請取下届出書（第 12号様式）を市長に提出しなけ

ればならない。 

 

（補助金交付の時期の例外における実績報告） 

第 18条 補助対象者は、第 15条第１項の規定により補助金の交付申請をした年度の補助事業が完了し

た日の翌日から起算して 20日を経過する日までに、横浜市地域公共交通導入支援補助金実績報告書

（第 15号様式。以下「実績報告書」という。）に第 11条第３項に定める書類を添付し、市長に提出

しなければならない。 

２ 補助金規則第 14条第５項第１号の規定にかかわらず、前項の書類は、市長に提出しなければなら

ない。 

３ 補助金規則第 14条第４項の規定により市長が実績報告書への添付を省略させることができる書類

は、補助金規則第 14条第１項第３号、第４号及び第５号とする。 

 

（補助金交付の時期の例外における補助金の額の確定） 

第 19条 市長は、前条の規定による報告があったときは、審査及び必要な調査等を行い、補助金の交付



額を確定するものとする。 

２ 市長は、補助金交付額を確定したときは、横浜市地域公共交通導入支援補助金額確定通知書（第 16

号様式）により、前条の実績報告書等を提出した者に対し、その旨を通知するものとする。ただし、

確定した補助金額を超える補助金額が既に交付されている場合の補助金額確定及び確定額を超える部

分の補助金の返還の通知は、横浜市地域公共交通導入支援補助金額確定通知及び返還請求書（第 17

号様式）により行うものとし、通知を受けた者は速やかに補助金を返還しなければならない。 

 

（消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額の確定に伴う補助金の返還） 

第 20条 第 11条第５項ただし書き又は第 15条第５項ただし書きに基づき消費税及び地方消費税を補助

対象経費とする場合にあっては、補助対象者は、交付申請後に消費税の申告により当該補助金に係る

消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額が確定した場合には、消費税及び地方消費税に係る仕入控

除税額報告書（第 18号様式）により、速やかに市長に対して報告しなければならない。なお、補助

対象者が全国的に事業を展開する組織の一支部又は一支社及び一支所等であって、自ら消費税及び地

方消費税の申告を行わず、本部又は本社及び本所等で消費税及び地方消費税の申告を行っている場合

は、本部の課税売上割合等の申告内容に基づき報告を行うこととする。 

２ 市長は、前項の報告があった場合には、当該消費税及び地方消費税仕入控除税額の全部又は一部の

返還を命ずるものとする。 

 

（補助金交付の請求） 

第 21条 補助対象者は、補助金の交付を受けようとするときは、横浜市地域公共交通導入支援補助金交

付請求書（第 19号様式）を市長に提出しなければならない。 

２ 市長は、前項の規定による請求書を受けた日から 30日以内に補助金を交付するものとする。 

 

（財産処分の制限等） 

第 22条 補助対象者及び運行事業者は、補助対象事業により取得し、又は効用の増加した財産（以下

「取得財産」という。）については、補助対象事業の完了後においても善良な管理者の注意をもって

管理するとともに、その効率的な運用を図らなければならない。 

２ 補助対象者及び運行事業者は、取得財産が減価償却資産の耐用年数等に関する省令（昭和 40年大

蔵省令第 15号、以下「省令」という。）に定める耐用年数が経過するまでは、補助金の交付の目的に

反した使用、譲渡、交換、廃棄、貸し付け、又は担保の供与（以下「処分」という。）をしてはなら

ない。ただし、取得財産等目的外使用申請書（第 20号様式）を市長へ提出し、取得財産等目的外使

用許可書（第 20号様式の２）により承認を受けている場合は、この限りでない。 

３ 市長は、前項の承認をしようとする場合において、前項の処分により補助対象事業で取得財産が使

用できなくなる場合においては、交付した補助金のうち前項の処分時から耐用年数が経過するまでの

期間に相当する分として、次表により算定される額を返還させるとともに、当該処分により運行事業

者に利益が生じたときは、交付した補助金の範囲内でその利益の全部又は一部を市に納付させること

ができるものとする。ただし、当該処分の理由が、運行継続条件の未達による運行中止等、運行事業

者のみの責によらないものである場合は、次表により算定される額と当該処分により運行事業者に利



益が生じたときはその金額を比較し、より高額な方の金額について、交付した補助金の範囲内でその

全部又は一部を市に納付させることができるものとする。 

 

経過年数 算定式 

１年 補助金額×0.6 

２年 補助金額×0.6２ 

３年 補助金額×0.6３ 

４年 補助金額×0.6４ 

  経過年数 ：当該財産により運行を開始してから処分までの年数 

       なお、１年に満たない期間については、１年に満たない期間の初日を起算日とし、起算 

日の翌月同日の前日までで１月としたうえで、合計が６月以下の場合は切り捨てとし、

６月を超える場合は１年とみなす 

補助金額 ：別表に定める金額 

 

（調査） 

第 23条 市長は、必要と認めたときは、補助対象者及び運行事業者に必要な報告及び当該補助事業に関

する書類の提出を求め、又は調査を行うことができる。 

 

（補助金の返還等） 

第 24条 市長は、次のいずれかに該当した場合は、既に交付した補助金の全部又は一部の返還を補助対

象者に求めることができる。 

(1) この要綱に従って補助事業等が行われなかった場合 

(2) 第 22条第２項に定める取得財産等目的外使用申請書（第 20号様式）の提出を受けた場合 

(3) 補助金規則第 19条の規定のいずれかに該当する場合 

 

（関係書類の保存期間） 

第 25条 補助金規則第 26条の規定により市長が定める関係書類の保存期間は、補助金の交付を受けた

会計年度の翌会計年度から５年間とする。ただし、取得財産の省令に定める耐用年数が関係書類の保

存期間を超える場合は、当該耐用年数が過ぎるまで関係書類を保存するものとする。 

２ 市長及び補助対象者は、補助金の交付に係る関係書類又はその写しを次のとおり一般の閲覧に供す

る。 

閲覧に供する者 

閲覧に関する事項 
補助対象者 市長 

閲覧場所 

主たる事務所の所在地又は代表

者の住所その他補助対象者が指

定する場所 

補助金の交付を決定した部署 

閲覧時間 補助対象者が指定する時間 
補助金の交付を決定した部署の

事務取扱時間 



閲覧期間 

第６条から第 13条及び第 15条から第 21条にかかる書類にあって

は補助金の交付を受けた日から、第 22条にかかる書類にあっては

当該書類を市長に提出した日からそれぞれ２年間 

 

（委任） 

第 26条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は都市整備局長が別に定める。 

 

附 則 

（施行期日） 

１ この要綱は、令和７年４月１日から施行する。 

（準備行為） 

２ 第６条の規定による事業計画承認申請その他これに関し必要な手続その他の行為は、この要綱の施

行の日前においても行うことができる。 

 （横浜市地域交通サポート事業に係る技術支援の実施に関する要綱等の廃止） 

３ 次に掲げる要綱及び要領は廃止する。  

(1) 横浜市地域交通サポート事業に係る実証運行補助金交付要綱（平成 20年４月１日 道企第 38 

号） 

(2) 横浜市地域交通サポート事業に係る技術支援の実施に関する要綱（平成 25年 10月 21日 道企 

第 501号） 

(3) 横浜市地域交通サポート事業に係るワゴン型バス本格運行補助金交付要綱（平成 31年４月１日 

道企第 1192号） 

(4) 横浜市地域交通サポート事業における審査会運営要領（平成 20年４月１日 道企第 37号） 

 （経過措置） 

４ 前項の規定により廃止となる要綱及び要領の規定に基づき、既に補助金交付決定を受けている者に 

対する手続については、なお従前の例による。 

  



別表（第３条、第５条、第 22条） 

対象事業：路線定期運行（路線新設）【支援Ⅰ型※】 

※区域に公共交通圏域外が含まれている場合 

＜補助対象＞ 

１ 区域 

 横浜市域内において運行区間に公共交通圏域外が含まれている（公共交通圏域外の中に停留所又は

フリー乗降区間がある）地区 

（横浜市地域交通サポート事業で新規路線として本格運行した地区については、路線が廃止される

ことで公共交通圏域外が生じる地区） 

２ 補助対象者 

 補助対象者は次のいずれかの団体とする 

(1) 次に定める要件を満たしている地域交通活動団体 

横浜市地域まちづくり推進条例第８条による地域まちづくりグループの登録又は同条例第９条

による地域まちづくり組織の認定があること 

（構成員に、自治会・町内会長、連合自治会・町内会長又は自治会・町内会長若しくは連合自

治会・町内会長から推薦された者を含めるよう努めること） 

(2) 次に定める要件をすべて満たしている協議会 

ア 公共交通圏域外の移動課題解決に資する持続可能な企画（運行計画、資金計画等）を立案

し、協議会構成員を統括できる民間事業者が代表であること（ただし、協議会構成員間で合

意が得られればこの限りではない） 

イ 民間事業提案窓口に提案した民間事業者が構成員に含まれることを書面等で確認できるこ

と。 

ウ 公共交通に関連する団体（一般社団法人神奈川県バス協会、神奈川県タクシー協会横浜支

部）との調整を踏まえ、事業者募集により選定された運行事業者が構成員に含まれることを

書面等で確認できること。ただし、公共交通に関連する団体及び当該区域で運行する交通事

業者との調整が整った場合は事業者募集によらず運行事業者を選定できるものとする。 

エ 当該区域に含まれるすべての自治会・町内会長又は連合自治会・町内会長との調整を踏ま

え、自治会・町内会長、連合自治会・町内会長又は自治会・町内会長若しくは連合自治会・

町内会長から推薦された者が含まれていることを書面等で確認できること。ただし、実証運

行時は自治会・町内会長又は連合自治会・町内会長との合意があればよいものとする。 

３ 補助対象経費 

 内容 補助限度額及び支援対象期間等 

 (1) 運賃収入等が運行経費を下回った場合、運賃収

入等と運行経費の差額の補填（以下、「差額補

填」という。） 

差額補填は、運行期間及び実証運行に先立って

実車両を用いた走行実験や習熟運転を行う場合

に生じた運賃収入等と運行経費の差額について

・実証運行時及び本格運行時を支援の対象

とする。 

＜実証運行時＞ 

・実証運行の運行期間は最大３年間とし、

第５条第２項に定める期間を含め、下記

に示す運行継続条件を２年連続で達成で



行う。 

なお、運行経費は、横浜市内における一般乗用

旅客自動車運送事業の時間制運賃の範囲内で、

運行事業者が提示する金額とし、１時間あたり

の単価は運行期間中に原則として変更しない。

但し、運行計画を見直した場合や時間制運賃の

改正等により変更することがやむを得ないと市

長が認める場合はこの限りではない。 

 

 

きなかった場合、翌運行期間以降の補助

を終了とする。ただし、運行継続条件の

達成可否を確認するための期間（最大３

か月）については、達成可否に関わらず

支援対象期間とする。 

運行継続条件 

１年目終了時点 収支率 25％以上 

２年目終了時点 収支率 35％以上 

３年目終了時点 収支率 50％以上 

 

・当初予定より車両調達に時間を要し、予 

定よりも乗車定員の少ない車両で運行を 

開始する場合は、当初予定していた車両 

で運行開始できるまでの期間について、 

上表の運行継続条件の収支率に以下の算 

定式を乗じた値を運行継続条件として用 

いることとする。 

 

 実際に使用する車両の乗車定員÷当初予

定していた車両の乗車定員 

 

 なお、予定よりも乗車定員の少ない車両 

２台で運行する場合、上記算定式の「実 

際に使用する車両の乗車定員」は２台を 

合計した人数とし、収支率を計算する際 

に用いる運行経費は、２台の運行経費を 

合計した金額の半額とする。 

 

・収支率については 100％以上を目指すこと 

を基本とするが、高齢者人口、外出率、 

バス利用率及びアンケート結果を考慮し 

た推計利用者数又は運行実績による 

推計利用者数をふまえた運行計画による 

本格運行時の収支率の見込みが、最低でも 

50％以上となっていることとする。 

 

＜本格運行時＞ 

・補助限度額は、１地区あたり補助対象と



する運行期間１年あたり運行経費の 50％

に該当する金額かつ 600万円を上限とす

る。ただし、本格運行を開始してから、

初めて収支率が 50％を下回った年につい

ては、補助限度額に関わらず運賃収入等

と運行経費の差額について市が差額補填

を行うことができる。 

 (2) 車両の購入に係る費用、自社車両の減価償却

費、自社車両の車両指定に係る費用又は運行用

車両を賃借した場合の当該賃借した相手に対し

て支出する当該賃借に係る費用及び付属設備の

設置に係る費用（以下、「車両費等」という。 

※車検・事故等の発生に備えて用意するいわゆ   

  る予備車両に係る費用については、補助の対 

  象外とする。 

・ワゴン型車両については、１地区あたり

１台までとし上限 600万円、小型バスに

ついては、１地区あたり１台までとし上

限 1,800万円とする。 

・取得した車両を第 22条の規定により目的

外使用する場合は、省令に定める耐用年

数期間が経過するまで、毎事業年度、次

式により算定される額を運行事業者に納

付させることとする。 

 

補助金額×（１÷耐用年数）×｛１－

（実働走行 km÷総走行 km）｝ 

 

 実働走行 km：本事業の運行を実施する路

線に係る当該事業年度の総走行 km 

 総走行 km：車両の当該事業年度の総走行

km 

 

・支援対象期間は、実証運行時を基本とす

るが、運行開始前及び運行終了後に必要

となる事前準備や架装撤去等に要する期

間、運行継続条件の達成可否を確認する

ための期間も支援対象期間とする。 

また、本格運行時は車両費等の補助を対

象外とするが、(1)による差額補填の補助

額を算出する際に、運行経費に車両費等

を加えることができることとする。 

 (3) バス停留所設置等に係る費用 ・１地区あたり上限 100万円とする。 

・支援対象期間は、実証運行時及び本格運

行時、運行開始前及び運行終了後に必要

となるバス停の設置及び撤去に要する期



間とする。 

 (4) 車両改装等に係る費用 ・１車両あたり上限 50万円とする。 

・支援対象期間は、実証運行時、本格運行

時、運行開始前及び運行終了後に必要と

なる車両改装に要する期間とする。 

 (5) 利用促進に係る費用 ・１地区あたり１事業年度の上限額は以下

のとおり算出する。 

【算出式】 

利用促進費用 = 対象世帯数 ※ 

 × 100円 

※対象世帯数：設置するバス停留所から

半径 300mの範囲に含まれる世帯数とす

る。 

・なお、支援対象期間は、実証運行時、本

格運行時、運行開始前及び運行終了後に

必要となる利用促進、周知・啓発等に要

する期間とする。 

 (6) その他市長が特に必要と認める経費  

 

  



対象事業：路線定期運行（路線新設）【支援Ⅱ型※】 

※区域に公共交通圏域外が含まれていない場合 

＜補助対象＞ 

１ 区域 

 横浜市域内において運行区間に公共交通圏域外が含まれていない（公共交通圏域外の中に停留所又

はフリー乗降区間がない）地区 

（横浜市地域交通サポート事業で新規路線として本格運行した地区については、路線が廃止される

ことで公共交通圏域外が生じない地区） 

２ 補助対象者 

 補助対象者は次のいずれかの団体とする 

(1) 次に定める要件を満たしている地域交通活動団体 

   横浜市地域まちづくり推進条例第８条による地域まちづくりグループの登録又は同条例第９条

による地域まちづくり組織の認定があること 

（構成員に、自治会・町内会長、連合自治会・町内会長又は自治会・町内会長若しくは連合自

治会・町内会長から推薦された者を含めるよう努めること） 

(2) 次に定める要件をすべて満たしている協議会 

ア 公共交通圏域外の移動課題解決に資する持続可能な企画（運行計画、資金計画等）を立案

し、協議会構成員を統括できる民間事業者が代表であること（ただし、協議会構成員間で合

意が得られればこの限りではない） 

イ 民間事業者提案窓口に提案した民間事業者が構成員に含まれることを書面等で確認できるこ

と。 

ウ 公共交通に関連する団体（一般社団法人神奈川県バス協会、神奈川県タクシー協会横浜支

部）との調整を踏まえ、事業者募集により選定された運行事業者が構成員に含まれることを

書面等で確認できること。ただし、公共交通に関連する団体及び当該区域で運行する交通事

業者との調整が整った場合は事業者募集によらず運行事業者を選定できるものとする。 

エ 当該区域に含まれるすべての自治会・町内会長又は連合自治会・町内会長との調整を踏ま

え、自治会・町内会長、連合自治会・町内会長又は自治会・町内会長若しくは連合自治会・

町内会長から推薦された者が含まれていることを書面等で確認できること。ただし、実証運

行時は自治会・町内会長又は連合自治会・町内会長との合意があればよいものとする。 

３ 補助対象経費 

 内容 補助限度額等及び支援対象期間等 

 (1) 運賃収入等が運行経費を下回った場合、運賃収

入等と運行経費の差額の補填（以下、「差額補

填」という。） 

差額補填は、支援対象期間及び実証運行に先立

って実車両を用いた走行実験や習熟運転を行う

場合に生じた運賃収入等と運行経費の差額につ

いて行う。 

・実証運行時を支援の対象とする。 

＜実証運行時＞ 

・実証運行の運行期間は最大３年間とし、

第５条第２項に定める期間を含め、下記

に示す運行継続条件を２年連続で達成で

きなかった場合、翌運行期間以降の補助

を終了とする。ただし、運行継続条件の



なお、運行経費は、横浜市内における一般乗用

旅客自動車運送事業の時間制運賃の範囲内で、

運行事業者が提示する金額とし、１時間あたり

の単価は運行期間中に原則として変更しない。

但し、運行計画を見直した場合や時間制運賃の

改正等により変更することがやむを得ないと市

長が認める場合はこの限りではない。 

 

 

達成可否を確認するための期間（最大３

か月）については、達成可否に関わらず

支援対象期間とする。 

運行継続条件 

１年目終了時点 収支率 50％以上 

２年目終了時点 収支率 75％以上 

３年目終了時点 収支率 100％以上 

 

・当初予定より車両調達に時間を要し、予 

定よりも乗車定員の少ない車両で運行を 

開始する場合は、当初予定していた車両 

で運行開始できるまでの期間について、 

上表の運行継続条件の収支率に以下の算 

定式を乗じた値を運行継続条件として用 

いることとする。 

 

 実際に使用する車両の乗車定員÷当初予

定していた車両の乗車定員 

 

 なお、予定よりも乗車定員の少ない車両 

２台で運行する場合、上記算定式の「実 

際に使用する車両の乗車定員」は２台を 

合計した人数とし、収支率を計算する際 

に用いる運行経費は、２台の運行経費を 

合計した金額の半額とする。 

 

・高齢者人口、外出率、バス利用率及びアン

ケート結果を考慮した推計利用者数もし

くは運行実績による推計利用者数をふま

えた運行計画による本格運行時の収支率

の見込みが 100％以上となっていることと

する。 

 (2) 車両の購入に係る費用、自社車両の減価償却

費、自社車両の車両指定に係る費用又は運行用

車両を賃借した場合の当該賃借した相手に対し

て支出する当該賃借に係る費用及び付属設備の

設置に係る費用 

※車検・事故等の発生に備えて用意するいわゆ

・ワゴン型車両については、１地区あたり

１台までとし上限 600万円、小型バスに

ついては、１地区あたり１台までとし上

限 1,800万円とする。 

・取得した車両を第 22条の規定により目的

外使用する場合は、省令に定める耐用年



る予備車両に係る費用については、補助の対象

外とする。 

数期間が経過するまで、毎事業年度、次

式により算定される額を運行事業者に納

付させることとする。 

 

補助金額×（１÷耐用年数）×｛１－

（実働走行 km÷総走行 km）｝ 

 

 実働走行 km：本事業の運行を実施する路

線に係る当該事業年度の総走行 km 

 総走行 km：車両の当該事業年度の総走行

km 

 

・支援対象期間は、実証運行時を基本とす

るが、運行開始前及び運行終了後に必要

となる事前準備や架装撤去等に要する期

間、運行継続条件の達成可否を確認する

ための期間も支援対象期間とする。 

 (3) バス停留所設置等に係る費用 ・１地区あたり上限 100万円とする。 

・支援対象期間は、実証運行時及び本格運

行時、運行開始前及び運行終了後に必要

となるバス停の設置及び撤去に要する期

間とする。 

 (4) 車両改装等に係る費用 ・１車両あたり上限 50万円とする。 

・支援対象期間は、実証運行時、本格運行

時、運行開始前及び運行終了後に必要と

なる車両改装に要する期間とする。 

 (5) 利用促進に係る費用 ・１地区あたり１事業年度の上限額は以下

のとおり算出する。 

【算出式】 

利用促進費用 = 対象世帯数 ※ 

 × 100円 

※対象世帯数：設置するバス停留所から

半径 300mの範囲に含まれる世帯数とす

る。 

・なお、支援対象期間は、実証運行時、本

格運行時、運行開始前及び運行終了後に

必要となる利用促進、周知・啓発等に要

する期間とする。 

 (6) その他市長が特に必要と認める経費  



対象事業：路線定期運行（路線再編）【支援Ⅰ型※】 

※区域に公共交通圏域外が含まれている場合  

 

＜補助対象＞ 

１ 区域 

 横浜市域内において路線再編によって公共交通圏域外が含まれる（公共交通圏域外の中に停留所又

はフリー乗降区間がある）地区であり、かつ路線再編によって新たに公共交通圏域外が生じない地

区 

（横浜市地域交通サポート事業で路線再編として本格運行した地区については、路線が再編前に戻

ることで公共交通圏域外が生じる地区） 

２ 補助対象者 

 補助対象者は次のいずれかの団体とする 

(1) 次に定める要件を満たしている地域交通活動団体 

横浜市地域まちづくり推進条例第８条による地域まちづくりグループの登録又は同条例第９条

による地域まちづくり組織の認定があること 

  （構成員に、自治会・町内会長、連合自治会・町内会長又は自治会・町内会長若しくは連合自

治会・町内会長から推薦された者を含めるよう努めること） 

(2) 次に定める要件をすべて満たしている協議会 

ア 公共交通圏域外の移動課題解決に資する持続可能な企画（運行計画、資金計画等）を立案

し、協議会構成員を統括できる民間事業者が代表であること（ただし、協議会構成員間で合

意が得られればこの限りではない） 

イ 民間事業者提案窓口に提案した民間事業者が構成員に含まれることを書面等で確認できるこ

と。 

ウ 公共交通に関連する団体（一般社団法人神奈川県バス協会、神奈川県タクシー協会横浜支

部）との調整を踏まえ、事業者募集により選定された運行事業者が構成員に含まれることを

書面等で確認できること。ただし、公共交通に関連する団体及び当該区域で運行する交通事

業者との調整が整った場合は事業者募集によらず運行事業者を選定できるものとする。 

エ 当該区域に含まれるすべての自治会・町内会長又は連合自治会・町内会長との調整を踏ま

え、自治会・町内会長、連合自治会・町内会長又は自治会・町内会長若しくは連合自治会・

町内会長から推薦された者が含まれていることを書面等で確認できること。ただし、実証運

行時は自治会・町内会長又は連合自治会・町内会長との合意があればよいものとする。 

３ 補助対象経費 

 内容 補助限度額及び支援対象期間等 

 (1) 再編した区間における運賃収入等が運行経費を

下回った場合、運賃収入等と運行経費の差額の

補填（以下、「差額補填」という。） 

差額補填にあたり、運賃収入等及び運行経費

は、当該系統の運賃収入等及び運行経費を実車

・本格運行時を支援の対象とする 

・補助限度額は、１地区あたり補助対象と

する運行期間１年 600万円を上限とす

る。 



走行キロのうち再編した区間の実車走行キロに

応じて按分してそれぞれ算定する。 

なお、運行経費は、市内乗合バス事業者の実車

走行キロ当たり原価と運行事業者が積算する実

車走行キロ当たり原価のうち安価の方に再編し

た路線の総路線距離を乗じて得られる金額とす

る。 

 (2) バス停留所設置等に係る費用 ・１地区あたり上限 100万円とする。 

・支援対象期間は、本格運行時、運行開始

前及び運行終了後に必要となるバス停の

設置及び撤去に要する期間とする。 

 (3) 車両改装等に係る費用 ・１地区あたり上限 50万円とする。 

・支援対象期間は、本格運行時、運行開始

前及び運行終了後に必要となる車両改装

に要する期間とする。 

 (4) 利用促進に係る費用 ・１地区あたり１事業年度の上限額は以下

のとおり算出する。 

【算出式】 

利用促進費用 = 対象世帯数 ※ 

 × 100円 

※対象世帯数：設置するバス停留所から

半径 300mの範囲に含まれる世帯数とす

る。 

・なお、支援対象期間は、本格運行時、運

行開始前及び運行終了後に必要となる利

用促進、周知・啓発等に要する期間とす

る。 

 (5) その他市長が特に必要と認める経費  

４ その他 

 ・横浜市生活交通バス路線維持対策費補助金交付要綱（平成 18年９月 20日道企第 961号）に基づ

く補助金の交付を受けている路線は、本要綱の補助対象外とする。 

・本要綱に基づき、路線定期運行（路線新設）として補助金の交付を受けている路線及び補助金の

交付を受けた路線は路線定期運行（路線再編）の補助対象外とする。 



対象事業：路線定期運行（路線再編）【支援Ⅱ型※】 

※区域に公共交通圏域外が含まれていない場合  

 

＜補助対象＞ 

１ 区域 

 横浜市域内において路線再編によって公共交通圏域外が含まれていない（公共交通圏域外の中に停

留所又はフリー乗降区間がない）地区、かつ路線再編によって新たに公共交通圏域外が生じない地

区 

（横浜市地域交通サポート事業で路線再編として本格運行した地区については、路線が再編前に戻

ることで公共交通圏域外が生じない地区） 

２ 補助対象者 

 補助対象者は次のいずれかの団体とする 

(1) 次に定める要件を満たしている地域交通活動団体 

横浜市地域まちづくり推進条例第８条による地域まちづくりグループの登録又は同条例第９条

による地域まちづくり組織の認定があること 

（構成員に、自治会・町内会長、連合自治会・町内会長又は自治会・町内会長若しくは連合自

治会・町内会長から推薦された者を含めるよう努めること） 

(2) 次に定める要件をすべて満たしている協議会 

ア 公共交通圏域外の移動課題解決に資する持続可能な企画（運行計画、資金計画等）を立案

し、協議会構成員を統括できる民間事業者が代表であること（ただし、協議会構成員間で合

意が得られればこの限りではない） 

イ 民間事業者提案窓口に提案した民間事業者が構成員に含まれることを書面等で確認できるこ

と。 

ウ 公共交通に関連する団体（一般社団法人神奈川県バス協会、神奈川県タクシー協会横浜支

部）との調整を踏まえ、事業者募集により選定された運行事業者が構成員に含まれることを

書面等で確認できること。ただし、公共交通に関連する団体及び当該区域で運行する交通事

業者との調整が整った場合は事業者募集によらず運行事業者を選定できるものとする。 

エ 当該区域に含まれるすべての自治会・町内会長又は連合自治会・町内会長との調整を踏ま

え、自治会・町内会長、連合自治会・町内会長又は自治会・町内会長若しくは連合自治会・

町内会長から推薦された者が含まれていることを書面等で確認できること。ただし、実証運

行時は自治会・町内会長又は連合自治会・町内会長との合意があればよいものとする。 

３ 補助対象経費 

 内容 補助限度額及び支援対象期間等 

 (1) バス停留所設置等に係る費用 ・１地区あたり上限 100万円とする。 

・支援対象期間は、本格運行時、運行開始

前及び運行終了後に必要となるバス停の

設置及び撤去に要する期間とする。 

 (2) 車両改装等に係る費用 ・１地区あたり上限 50万円とする。 



・支援対象期間は、本格運行時、運行開始

前及び運行終了後に必要となる車両改装

に要する期間とする。 

 (3) 利用促進に係る費用 ・１地区あたり１事業年度の上限額は以下

のとおり算出する。 

【算出式】 

利用促進費用 = 対象世帯数 ※ 

 × 100円 

※対象世帯数：設置するバス停留所から半

径 300mの範囲に含まれる世帯数とする。 

・なお、支援対象期間は、本格運行時、運

行開始前及び運行終了後に必要となる利

用促進、周知・啓発等に要する期間とす

る。 

 (4) その他市長が特に必要と認める経費  

４ その他 

 ・横浜市生活交通バス路線維持対策費補助金交付要綱（平成 18年９月 20日道企第 961号）に基づ

く補助金の交付を受けている路線は、本要綱の補助対象外とする。 

・本要綱に基づき、路線定期運行（路線新設）として補助金の交付を受けている路線及び補助金の

交付を受けた路線は路線定期運行（路線再編）の補助対象外とする。 

 

  



対象事業：デマンド型運行 

 

＜補助対象＞ 

１ 区域 

 横浜市域内において運行区域の中に公共交通圏域外が含まれている地区 

２ 補助対象者 

 次に定める要件をすべて満たしている協議会 

ア 公共交通圏域外の移動課題解決に資する持続可能な企画（運行計画、資金計画等）を立案

し、協議会構成員を統括できる民間事業者が代表であること（ただし、協議会構成員間で合

意が得られればこの限りではない） 

イ 民間事業者提案窓口に提案した民間事業者が構成員に含まれることを書面等で確認できるこ

と。 

ウ 公共交通に関連する団体（一般社団法人神奈川県バス協会、神奈川県タクシー協会横浜支

部）との調整を踏まえ、事業者募集により選定された運行事業者が構成員に含まれることを

書面等で確認できること。ただし、公共交通に関連する団体及び当該区域で運行する交通事

業者との調整が整った場合は事業者募集によらず運行事業者を選定できるものとする。 

エ 当該区域に含まれるすべての自治会・町内会長又は連合自治会・町内会長との調整を踏ま

え、自治会・町内会長、連合自治会・町内会長又は自治会・町内会長若しくは連合自治会・

町内会長から推薦された者が含まれていることを書面等で確認できること。ただし、実証運

行時は自治会・町内会長又は連合自治会・町内会長との合意があればよいものとする。 

３ 補助対象経費 

 内容 補助限度額及び支援対象期間等 

 (1) 運賃収入等が運行経費を下回った場合、運賃収

入等と運行経費の差額の補填（以下、「差額補

填」という。） 

差額補填は、支援対象期間及び実証運行に先立

って実車両を用いた走行実験や習熟運転を行う

場合に生じた運賃収入等と運行経費の差額につ

いて行う。 

なお、運行経費は、横浜市内における一般乗用

旅客自動車運送事業の時間制運賃の範囲内で、

運行事業者が提示する金額とし、１時間あたり

の単価は運行期間中に原則として変更しない。

但し、運行計画を見直した場合や時間制運賃の

改正等により変更することがやむを得ないと市

長が認める場合はこの限りではない。 

 

 

・実証運行時及び本格運行時を支援の対象

とする。 

＜実証運行時＞ 

・実証運行の運行期間は最大３年間とし、

第５条第２項に定める期間を含め、下記

に示す運行継続条件を２年連続で達成で

きなかった場合、補助を終了とする。た

だし、運行継続条件の達成可否を確認す

るための期間（最大３か月）について

は、達成可否に関わらず補助の対象期間

とする。 

運行継続条件 

１年目終了時点 収支率 25％以上 

２年目終了時点 収支率 35％以上 

３年目終了時点 収支率 50％以上 

 



・当初予定より車両調達に時間を要し、予 

定よりも乗車定員の少ない車両で運行を 

開始する場合は、当初予定していた車両 

で運行開始できるまでの期間について、 

上表の運行継続条件の収支率に以下の算 

定式を乗じた値を運行継続条件として用 

いることとする。 

 

 実際に使用する車両の乗車定員÷当初予 

定していた車両の乗車定員 

 

 なお、予定よりも乗車定員の少ない車両 

２台で運行する場合、上記算定式の「実 

際に使用する車両の乗車定員」は２台を 

合計した人数とし、収支率を計算する際 

に用いる運行経費は、２台の運行経費を 

合計した金額の半額とする。 

 

・収支率については 100％以上を目指すこと 

を基本とするが、本格運行時の収支率の見 

込みが、最低でも 50％以上となっているこ 

ととする。 

 

＜本格運行時＞ 

・補助限度額は、１地区あたり補助対象と

する運行期間１年あたり運行経費の 50％

に該当する金額かつ 600万円を上限とす

る。ただし、本格運行を開始してから、

初めて収支率が 50％を下回った年につい

ては、補助限度額に関わらず運賃収入等

と運行経費の差額について市が差額補填

を行うことができる。 

 

 (2) 車両の予約や配車等のシステム運用に係る費用 

＜システム運用に係る費用の対象例＞ 

・予約・配車システム整備（環境設定）・保守・ 

運用費用および関連するタブレット端末等購入 

費用 

・実証運行時及び本格運行時を支援の対象

とする。 

＜実証運行時＞ 

・実証運行の運行期間は最大３年間とし、

補助限度額は１年あたり上限 520万円と



・予約受付（コールセンター） 

・利用促進に係るシステム整備・保守・運用 

・他システムとのデータ連携 

※ＰＣ端末、サーバー等の予約・配車システムに

直接関与しない機器購入（リース含む）・設

置・保守に係る費用については、補助の対象外

とする。 

する。 

＜本格運行時＞ 

・補助限度額は運行期間１年あたり上限 520

万円とする。 

＜その他＞ 

・実証運行時又は本格運行時のいずれかの

運行期間１年間に限り、システム導入に

係る環境設定費用として、上限 100万円

を支援の対象に追加できるものとする。 

 (3) 車両の購入に係る費用、自社車両の減価償却

費、自社車両の車両指定に係る費用又は運行用

車両を賃借した場合の当該賃借した相手に対し

て支出する当該賃借に係る費用及び付属設備の

設置に係る費用（以下、「車両費等」という。） 

※車検・事故等の発生に備えて用意するいわゆ        

 る予備車両に係る費用については、補助の対   

象外とする。 

・ワゴン型車両については、１地区あたり

１台までとし上限 600万円、小型バスに

ついては、１地区あたり１台までとし上

限 1,800万円とする。 

・取得した車両を第 22条の規定により目的

外使用する場合は、省令に定める耐用年

数期間が経過するまで、毎事業年度、次

式により算定される額を運行事業者に納

付させることとする。 

 

 

補助金額×（１÷耐用年数）×｛１－

（実働走行 km÷総走行 km）｝ 

 

 実働走行 km：本事業の運行を実施する路

線に係る当該事業年度の総走行 km 

 総走行 km：車両の当該事業年度の総走行

km 

 

・支援対象期間は、実証運行時を基本とす 

るが、運行開始前及び運行終了後に必要 

となる事前準備や架装撤去等に要する期 

間、運行継続条件の達成可否を確認する 

ための期間も支援対象期間とする。 

また、本格運行時は車両費等の補助を 

対象外とするが、(1)による差額補填の補 

助額を算出する際に、運行経費に車両費 

等を加えることができることとする。 

 (4) 停留所設置等に係る費用（掲示物や設置物に限 ・１地区あたり上限 100万円とする。 



る） ・支援対象期間は、実証運行時及び本格運 

行時、運行開始前及び運行終了後に必要 

となるバス停の設置及び撤去に要する期 

間とする。 

 (5) 車両改装等に係る費用 ・１車両あたり上限 50万円とする。 

・支援対象期間は、実証運行時、本格運行 

時、運行開始前及び運行終了後に必要と 

なる車両改装に要する期間とする。 

 (6) 利用促進に係る費用 ・１地区あたり１事業年度の上限額は以下

のとおり算出する。 

【算出式】 

利用促進費用 = 対象世帯数 ※ 

 × 100円 

※対象世帯数：デマンド型運行の運行区

域に含まれる世帯数とする。 

・なお、支援対象期間は、実証運行時、本

格運行時、運行開始前及び運行終了後に

必要となる利用促進、周知・啓発等に要

する期間とする。 

 (7) その他市長が特に必要と認める経費  

 

  



対象事業：ボランティアバス 

 

＜補助対象＞ 

１ 区域 

 横浜市域内 

２ 補助対象者 

 次に定める要件を満たしている地域交通活動団体 

 ・横浜市地域まちづくり推進条例第８条による地域まちづくりグループの登録又は同条例第９条

による地域まちづくり組織の認定があること 

 （構成員に、自治会・町内会長、連合自治会・町内会長又は自治会・町内会長若しくは連合自

治会・町内会長から推薦された者を含めるよう努めること） 

  

３ 補助対象経費 

 内容 補助限度額及び支援対象期間等 

 (1) 車両運行に係る以下アからクに定める経費 ・支援対象期間は、実証運行時、本格運行

時、運行開始前及び運行終了後に必要と

なる事前準備や架装撤去、走行実験や習

熟運転を含めた期間とする。 

・実証運行期間は、運行開始日より最大１

事業年度とする。 

 ア 車両の購入に係る費用又は運行用車両を賃借し

た場合の当該賃借した相手に対して支出する当

該賃借に係る費用及び付属設備の設置に係る費

用 

※車検・事故等の発生に備えて用意するいわゆ

る予備車両に係る費用については、補助の対

象外とする。 

・１地区あたり１台まで、600万円を上限と

し、地域活動団体等が所有又はリースす

る車両を対象とする。 

 イ 車両等の法定費用及び自動車税 ・１事業年度あたり 25万円を上限とし、運

行者が所有又はリースする車両を対象と

する。 
 ウ 任意自動車保険 ・１事業年度あたり 30万円を上限とし、運

行者が所有又はリースする車両を対象と

する。 

 エ 車両修繕費 

・運行開始後の車両設備の故障や事故等による修

理に係る費用を対象とする。 

・１事業年度あたり 15万円を上限とし、運

行者が所有又はリースする車両を対象と

する。 

 オ 運転手謝礼等 ・１事業年度あたり 60万円を上限とし、１

運行あたりの運転手人件費相当として以



下の方法により算定し、団体の運営に要

する費用として補助する。 

＜運行ルートを定める場合＞ 

・１運行ルートの距離が 12km以上の場合は

１便あたり 1,000円とし、12km未満の場

合は 500円とする。 

＜運行ルートを定めない場合＞ 

・１便あたり 500円とする。 

 カ 添乗員謝礼等 ・１事業年度あたり 60万円を上限とし、１

運行あたりの添乗員人件費相当として以

下の方法により算定し、団体の運営に要

する費用として補助する。 

＜運行ルートを定める場合＞ 

・１運行ルートの距離が 12km以上の場合は

１便あたり 1,000円とし、12km未満の場

合は 500円とする。 

＜運行ルートを定めない場合＞ 

・１便あたり 500円とする。 

 キ 車両走行に必要な燃料費等 ・路線運行を対象に、１事業年度あたり 30

万円を上限とし、下記算定式に基づき算

出した費用を補助する。 

 なお、運行ルートを定めない送迎サービ

スについては対象としない。 

【算出式】 

運行距離÷走行燃費等×燃料等単価 

 

・走行燃費等については、「国土交通省 自 

動車燃費一覧（令和５年３月） 自動車 

の基準燃費値」等をもとに設定し、燃料 

等単価については、「経済産業省資源エネ 

ルギー庁公表の石油製品価格調査の神奈 

川県単価」等をもとに設定する。 

 

 ク その他運行に必要と市長が認める経費  

 (2) 運行に要する以下アからオに定める付随的経費 ・支援対象期間は、実証運行時、本格運行

時、運行開始前及び運行終了後に必要と

なるバス停の設置・撤去、車両改装、ド

ライブレコーダーの設置・撤去、安全運



転支援装置の設置・撤去、団体の法人

化・廃止、利用促進、周知・啓発等に要

する期間とする。 

・１事業年度あたり各経費の合計 50万円を

上限とする。 

 ア バス停留所設置・車両改装等に係る費用  

 イ ドライブレコーダー 

・１車両あたり１基までとする。ただし、経年劣

化等により更新が必要と認められる場合はこの

限りでない。 

 

 ウ 安全運転支援装置 

・１車両あたり１度までとする。ただし、経年劣

化等による更新又は新たな設置が必要と認めら

れる場合はこの限りでない。 

 

 エ 団体の法人化、法人の維持及び法人の廃止に伴

う費用 

・法人廃止の場合、残余財産等によりこの費用を

賄える場合は除く。 

 

 オ 利用促進に係る費用 ・１事業年度あたり 10万円を上限する。 

 

 (3) その他市長が特に必要と認める経費  

 

  



対象事業：地域貢献送迎バス 

 

＜補助対象＞ 

１ 区域 

 横浜市域内 

２ 補助対象者 

 次に定める要件を満たす運行者 

・検討エリアの自治会・町内会又は連合自治会・町内会、運行者及び市長が取組に関する協定を

締結していること。なお、この協定は、原則、協定締結から３年間を有効期間とし、その取組

の目的達成や持続性が確認できない場合はこれを更新しない。 

３ 補助対象区分 

 (1) 地域貢献Ⅰ型 

自社等の商品やサービスの購入や利用を目的とした送迎サービスではなく、地域の交通サービ

スのみに運行を提供する場合 

(2) 地域貢献Ⅱ型 

自社等の商品やサービスの購入や利用を目的とした送迎サービスに、地域の交通サービスの対

象となる乗客を混乗させることで運行を提供する場合 

４ 補助対象経費 

 内容 補助限度額及び支援対象期間等 

 (1) 車両運行に係る以下アからクに定める経費 ・支援対象期間は、実証運行時、本格運行

時、運行開始前及び運行終了後に必要と

なる事前準備や架装撤去、走行実験や習

熟運転を含めた期間とする。 

・地域貢献Ⅰ型は、以下アからキに定める

経費の 100%かつ各補助上限額の 100%を対

象とする。 

・地域貢献Ⅱ型は、以下アからキに定める

経費の 50%かつ各補助上限額の 50%を対象

とする。 

＜実証運行時＞ 

・実証運行期間は、運行開始日より最大１

事業年度とする。 

 ア 車両の購入に係る費用又は運行用車両を賃借し

た場合の当該賃借した相手に対して支出する当

該賃借に係る費用及び付属設備の設置に係る費

用 

※車検・事故等の発生に備えて用意するいわゆ 

る予備車両に係る費用については、補助の対象 

・１地区あたり１台まで、600万円を補助上

限とし、運行者が所有又はリースする車

両を対象とする。 

・地域貢献Ⅰ型において、取得した車両を

第 22条の規定により目的外使用する場合

は、省令に定める耐用年数期間が経過す



外とする。 るまで、毎事業年度、次式により算定さ

れる額を運行者に納付させることとす

る。 

 

補助金額×（１÷耐用年数）×｛１－

（実働走行 km÷総走行 km）｝ 

 

 実働走行 km：本事業の運行を実施する路

線に係る当該事業年度の総走行 km 

 総走行 km：車両の当該事業年度の総走行

km 

 イ 車両等の法定費用及び自動車税 ・１事業年度あたり 25万円を上限とし、運

行者が所有又はリースする車両を対象と

する。 
 ウ 任意自動車保険 ・１事業年度あたり 30万円を上限ととし、

運行者が所有又はリースする車両を対象

とする。 

 エ 車両修繕費 

・運行開始後の車両設備の故障や事故等による修

理に係る費用を対象とする。 

・１事業年度あたり 15万円を上限ととし、

運行者が所有又はリースする車両を対象

とする。 

 オ 運転手謝礼等 ・１事業年度あたり 60万円を上限とし、１

運行あたりの運転手人件費相当として以

下の方法により算定し、地域貢献送迎バ

ス事業の運営に要する費用として補助す

る。 

＜運行ルートを定める場合＞ 

・１運行ルートの距離が 12km以上の場合は

１便あたり 1,000円とし、12km未満の場

合は 500円とする。 

＜運行ルートを定めない場合＞ 

・１便あたり 500円とする。 

 カ 添乗員謝礼等 ・１事業年度あたり 60万円を上限とし、１

運行あたりの運転手人件費相当として以

下の方法により算定し、地域貢献送迎バ

ス事業の運営に要する費用として補助す

る。 

＜運行ルートを定める場合＞ 

・１運行ルートの距離が 12km以上の場合は



１便あたり 1,000円とし、12km未満の場

合は 500円とする。 

＜運行ルートを定めない場合＞ 

・１便あたり 500円とする。 

 キ 車両走行に必要な燃料費等 ・路線運行を対象に、１事業年度あたり 30

万円を上限とし、下記算定式に基づき算

出した費用を補助する。 

 なお、運行ルートを定めないサービスに

ついては対象としない。 

【算出式】 

運行距離÷走行燃費等×燃料等単価 

 

・走行燃費等については、「国土交通省 自 

動車燃費一覧（令和５年３月） 自動車 

の基準燃費値」等をもとに設定し、燃料 

等単価については、「経済産業省資源エネ 

ルギー庁公表の石油製品価格調査の神奈 

川県単価」等をもとに設定する。 

 ク その他運行に必要と市長が認める経費  

 (2) 運行に要する以下の付随的経費 ・実証運行時及び本格運行時を支援対象と

する。 

・地域貢献Ⅰ型は、１事業年度あたり各経

費の合計 40万円を上限とし、以下アから

ウに定める経費の 100%を補助する。 

・地域貢献Ⅱ型は、１事業年度あたり各経

費の合計 20万円を上限とし、以下アから

ウに定める経費の 50%を補助する。 

 ア バス停留所設置・車両改装等に係る費用  

 イ ドライブレコーダー 

・１車両あたり１基までとする。ただし、経年   

  劣化等により更新が必要と認められる場合は  

  この限りでない。 

 

 ウ 安全運転支援装置 

・１車両あたり１回までとする。ただし、経年劣

化等による更新又は新たな設置が必要と認めら

れる場合はこの限りでない。 

 

 (3) その他市長が特に必要と認める経費  

 


